
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■第１部 １４：００～１５：００（信書便利用者・事業参入希望者対象） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■第２部 １５：０５～１５：３０（事業参入希望者対象） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１５年４月に信書便法が施行され、信書の送達の事業に民間事業者が参入できるようになり、全

国で４２２者が特定信書便事業に参入しています。また、自治体では公文書集配業務において信書便

の利用が増えており、経費削減につながっている例もあります。説明会では、信書の正しい送達方法、

信書便の制度やサービスの利用例等について分かりやすく説明いたします。 
 

信書便制度に関する説明会 
信書便の利用で経費削減・信書便事業参入で業務拡大 

開催日：平成２６年１２月２日（火） 
会 場：新潟市クロスパルにいがた ４０３講座室 

（新潟市中央区礎町通３ノ町２０８６） 

『信書の定義』 
●内容：通知書、納品書、請求書は信書に該当するのか、信書はメール便で送れるのかといった 

問合せが多数寄せられています。ここでは、信書の定義や信書の正しい送達について、 
ご説明いたします。 

『信書便制度の概要』   
●内容：信書便法の概要、信書便制度の仕組みをご説明いたします。また、文書集配業務を信書 

便事業者に委託している自治体等の利用例をご説明いたします。 

『信書便事業の参入手続き』  
●内容：平成１５年４月の制度創設以来、全国で４２２者（新潟県５者）が特定信書便事業に参入し 

ています。特定信書便事業に参入を検討されている方を対象に許可申請手続きや許可 
後の手続きをご説明いたします。 

 

■申込方法：参加を希望される方は１１月２５日（火）まで

に、添付のＦＡＸ送信票に団体名、住所、

氏名､連絡先等をご記入の上、ＦＡＸでお申

込みください。第１部のみの参加も可能で

す。定員は４０名（先着順）です。（参加費：

無料）      

■申 込 先：総務省 信越総合通信局 吉田 

      〒380-8795 長野市旭町 1108 

         電話：026-234-9932 

            FAX：026-234-9969 

クロスパルにいがた 

会場案内図 

主催 ： 総務省 信越総合通信局 

http://www.city.niigata.jp/info/crosspal/kouikiannnai.html

